
○
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参
照
条
文

○
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
1

○
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
4

○
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
6

○
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
9

○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
10

○
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
13

○
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
14

○
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
16

○
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
四
号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
17

○
無
人
航
空
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
法
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
令
和
二
年
法
律
第

号
）
（
抄
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
18
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○
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
（
抄
）

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
（
以
下
「
大
会
」
と
総
称
す
る
。
）
が
大

規
模
か
つ
国
家
的
に
特
に
重
要
な
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
会
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
資
す
る
た
め
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京

パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
推
進
本
部
の
設
置
及
び
基
本
方
針
の
策
定
等
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
国
有
財
産
の
無
償
使
用
等
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す

る
。

（
資
料
の
提
出
そ
の
他
の
協
力
）

第
八
条

本
部
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（

平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
の
長
並
び
に
特
殊
法
人
（
法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ
り
特

別
の
設
立
行
為
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
一
項
第
九
号
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を

い
う
。
）
並
び
に
大
会
の
準
備
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
公
益
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会
（
平
成
二
十
六

年
一
月
二
十
四
日
に
一
般
財
団
法
人
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
組
織
委
員
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
「
組
織
委
員

会
」
と
い
う
。
）
の
代
表
者
に
対
し
て
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
表
明
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

（
設
置
期
限
）

第
十
条

本
部
は
、
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
特
例
）

第
二
十
条

（
略
）
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２
・
３

（
略
）

４

派
遣
職
員
に
関
す
る
国
共
済
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
国
共
済
法
第
二
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
中
「
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
合
の
運
営
規
則
で
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
」
と
、
国
共
済
法
第
九
十
九
条
第
二
項
中
「
次
の

各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
三
号
」
と
、
「
当
該
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
」
と
、
「
及
び
国
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技

大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
委
員
会
（
以
下
「
組
織
委
員
会
」
と
い

う
。
）
の
負
担
金
及
び
国
の
負
担
金
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
国
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は
「
組
織
委
員
会
の
負
担
金
及
び
国
の
負
担
金
」
と
、
国
共
済
法
第
百
二
条
第

一
項
中
「
各
省
各
庁
の
長
（
環
境
大
臣
を
含
む
。
）
、
行
政
執
行
法
人
又
は
職
員
団
体
」
と
あ
り
、
及
び
「
国
、
行
政
執
行
法
人
又
は
職
員
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
組
織

委
員
会
及
び
国
」
と
、
「
第
九
十
九
条
第
二
項
（
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
項
（
同
条
第
七
項

及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
九
条
第
二
項
及
び
第
五
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
九
十
九
条
第
二

項
第
三
号
及
び
第
四
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
九
条
第
二
項
第
三
号
」
と
、
「
並
び
に
同
条
第
五
項
（
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す

る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
及
び
同
条
第
五
項
」
と
、
「
（
同
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
（
同
項
」
と
、
「
国
、
行
政
執
行

法
人
又
は
職
員
団
体
」
と
あ
る
の
は
「
組
織
委
員
会
及
び
国
」
と
す
る
。

５

（
略
）

（
対
象
大
会
関
係
施
設
の
指
定
等
）

第
二
十
九
条

文
部
科
学
大
臣
は
、
組
織
委
員
会
の
要
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
組
織
委
員
会
が
大
会
の
準
備
又
は
運
営
の
た
め
に
使
用
す
る
大
会
の
会
場
そ
の
他
の
施
設
の

う
ち
、
大
会
の
円
滑
な
準
備
又
は
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
の
施
設
に
対
す
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
（
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の

飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
小
型

無
人
機
等
の
飛
行
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
、
対
象
大
会
関
係
施
設
と
し
て

指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
文
部
科
学
大
臣
は
、
併
せ
て
当
該
対
象
大
会
関
係
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
大
会
関
係
施
設
及
び
当
該
対
象
大
会
関
係
施
設
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
大
会
関
係
施
設
の

敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当
該
対
象
大
会
関
係
施
設
に
係
る
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３

小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
大
会
関
係
施
設
及
び
当
該
対
象
大
会
関
係
施
設
の
敷
地
又
は

区
域
並
び
に
当
該
対
象
大
会
関
係
施
設
に
係
る
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
の
指
定
並
び
に
当
該
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
三

号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
」
と
、
「
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
を
指
定
し
、
及
び
当
該
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
に
係
る
対
象
外
国
公
館
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等
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
大
会
関
係
施
設
及
び
当
該
対
象
大
会
関
係
施
設
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条
第
一
項
」
と
、
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第

二
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
（
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
及
び
当
該
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
に
係
る
対
象
外
国
公
館
等
」
と
あ
る
の
は
「
対

象
大
会
関
係
施
設
及
び
当
該
対
象
大
会
関
係
施
設
」
と
、
「
期
間
）
」
と
あ
る
の
は
「
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
対
象
空
港
の
指
定
等
）

第
三
十
条

国
土
交
通
大
臣
は
、
空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
空
港
の
う
ち
、
大
会
の
選
手
そ
の
他
の
関
係
者
の
円
滑
な
輸

送
を
確
保
す
る
た
め
に
そ
の
施
設
に
対
す
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
、
対
象
空
港
と
し
て
指
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
併
せ
て
当
該
対
象
空
港
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
土
交
通
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
空
港
及
び
当
該
対
象
空
港
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
空
港
の
敷
地
又
は
区
域
及
び
そ
の
周
囲

お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当
該
対
象
空
港
に
係
る
対
象
空
港
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る

３

小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
五
条
第
三
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
空
港
及
び
当
該
対
象
空
港
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対

象
空
港
に
係
る
対
象
空
港
周
辺
地
域
の
指
定
並
び
に
当
該
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
平
成

三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
第
三
十
条
第
一
項
」
と
、
「
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
外
国
要
人
の
所
在
す

る
場
所
を
指
定
し
、
及
び
当
該
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
に
係
る
対
象
外
国
公
館
等
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
空
港
及
び
当
該
対
象
空
港
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は

「
同
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
第

三
十
条
第
一
項
」
と
、
「
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当

該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
（
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
及
び
当
該
外
国
要
人
の
所

在
す
る
場
所
に
係
る
対
象
外
国
公
館
等
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
空
港
及
び
当
該
対
象
空
港
」
と
、
「
期
間
）
」
と
あ
る
の
は
「
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
対
象
大
会
関
係
施
設
及
び
対
象
空
港
に
係
る
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
適
用
等
）

第
三
十
一
条

第
二
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
大
会
関
係
施
設
及
び
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
が
指
定
さ
れ
た
場
合
又
は
前
条
第
一
項
及
び
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
空
港
及
び
対
象
空
港
周
辺
地
域
が
指
定
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
対
象
大
会
関
係
施
設
又
は
当
該
対
象
空
港
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設

を
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
対
象
施
設
と
、
当
該
対
象
大
会
関
係
施
設
周
辺
地
域
又
は
当
該
対
象
空
港
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た
地

域
を
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
小
型
無
人
機
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等
飛
行
禁
止
法
第
八
条
中
「
又
は
前
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
若
し
く
は
前
条
第
一
項
又
は
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
十
条
第
一
項
」
と
、
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
九
条
第
二
項
中

「
対
象
施
設
及
び
そ
の
」
と
あ
る
の
は
「
対
象
施
設
及
び
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
第
三
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
空
港
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
対
象
空
港
」
と
い
う
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
管
理
者
」
と

あ
る
の
は
「
管
理
者
（
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
大
会

関
係
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
組
織
委
員
会
）
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
号
に
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「

第
二
号
に
定
め
る
者
及
び
対
象
空
港
の
管
理
者
」
と
、
「
及
び
次
の
」
と
あ
る
の
は
「
並
び
に
次
の
」
と
、
「
各
号
に
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
各
号
に
定
め
る
者
及

び
対
象
空
港
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
に
あ
っ
て
は
当
該
対
象
空
港
の
管
理
者
」
と
す
る
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
空
港
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設
の
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
み
な
し
て
適
用
さ
れ
る
小
型
無
人
機
等
飛
行
禁
止
法
第
九
条
第

一
項
又
は
第
三
項
本
文
の
規
定
に
違
反
し
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
が
行
わ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
施
設
に
お
け
る
滑
走
路
の
閉
鎖
そ
の
他
の
当
該

施
設
に
対
す
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
二
条

平
成
三
十
二
年
の
国
民
の
祝
日
（
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
国
民
の
祝
日
を
い
う
。
）
に

関
す
る
同
法
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
条
海
の
日
の
項
中
「
七
月
の
第
三
月
曜
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
月
二
十
三
日
」
と
、
同
条
山
の
日
の
項
中
「
八
月

十
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
八
月
十
日
」
と
、
同
条
ス
ポ
ー
ツ
の
日
の
項
中
「
十
月
の
第
二
月
曜
日
」
と
あ
る
の
は
「
七
月
二
十
四
日
」
と
す
る
。

○
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四
（
略
）

五

報
酬

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
く
給
与
の
う
ち

期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
給
与
を
除
い
た
も
の
及
び
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
給
与
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
給
与
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

六

期
末
手
当
等

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
同
法
の
規
定
に
基
づ
く
給
与
の
う
ち
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
そ
の
他



- 5 -

政
令
で
定
め
る
給
与
（
報
酬
に
該
当
し
な
い
給
与
に
限
る
。
）
及
び
他
の
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
給
与
の
う
ち
政
令
で
定
め
る
も
の
（
報
酬
に
該
当
し
な
い
給
与
に
限

る
。
）
と
し
、
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
給
与
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
費
用
負
担
の
原
則
）

第
九
十
九
条

（
略
）

２

組
合
の
事
業
に
要
す
る
費
用
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
割
合
に
よ
り
、
組
合
員
の
掛
金
及
び
国
の
負
担
金
を
も
つ
て
充
て
る
。

一

短
期
給
付
に
要
す
る
費
用

掛
金
百
分
の
五
十
、
国
の
負
担
金
百
分
の
五
十

二

介
護
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用

掛
金
百
分
の
五
十
、
国
の
負
担
金
百
分
の
五
十

三

退
職
等
年
金
給
付
に
要
す
る
費
用

掛
金
百
分
の
五
十
、
国
の
負
担
金
百
分
の
五
十

四

福
祉
事
業
に
要
す
る
費
用

掛
金
百
分
の
五
十
、
国
の
負
担
金
百
分
の
五
十

３

厚
生
年
金
保
険
給
付
に
要
す
る
費
用
（
厚
生
年
金
拠
出
金
及
び
基
礎
年
金
拠
出
金
の
納
付
並
び
に
第
百
二
条
の
二
に
規
定
す
る
財
政
調
整
拠
出
金
の
拠
出
に
要
す
る
費

用
（
次
項
第
二
号
に
掲
げ
る
費
用
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
よ
る
国
等
の
負
担
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
い
、
厚
生
年
金
保
険
給
付
及
び
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し

て
政
令
で
定
め
る
年
金
で
あ
る
給
付
（
厚
生
年
金
拠
出
金
及
び
基
礎
年
金
拠
出
金
並
び
に
第
百
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
に
お
け
る
第

百
二
条
の
二
に
規
定
す
る
財
政
調
整
拠
出
金
を
含
む
。
）
に
係
る
事
務
に
要
す
る
費
用
（
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
に
係
る
も
の
並
び
に
第
七
項
及
び
第
八
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
執
行
法
人
の
負
担
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
料
を
も
つ
て
充
て
る
。

４

国
又
は
独
立
行
政
法
人
造
幣
局
若
し
く
は
独
立
行
政
法
人
国
立
印
刷
局
（
第
百
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

組
合
の
給
付
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
次
の
各
号
に
規
定
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
負
担
す
る
。

一

育
児
休
業
手
当
金
及
び
介
護
休
業
手
当
金
の
支
給
に
要
す
る
費
用

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
支
給
さ
れ
る
育
児
休
業
手
当
金
及
び
介
護
休
業
手
当
金
の
額
に
雇
用

保
険
法
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
給
付
及
び
介
護
休
業
給
付
に
係
る
国
庫
の
負
担
の
割
合
を
参
酌
し
て
政
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額

二

基
礎
年
金
拠
出
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用

当
該
事
業
年
度
に
お
い
て
納
付
さ
れ
る
基
礎
年
金
拠
出
金
の
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

５

組
合
の
事
務
（
福
祉
事
業
に
係
る
事
務
を
除
く
。
）
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
国
は
毎
年
度
の
予
算
で
定
め
る
金
額
を
負
担
す
る
。

６

専
従
職
員
（
国
家
公
務
員
法
第
百
八
条
の
二
の
職
員
団
体
又
は
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
第
四
条
第
二

項
若
し
く
は
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
の
労
働
組
合
（
以
下
「
職
員
団
体
」
と
総
称
す
る
。
）
の
事
務
に
専
ら
従
事
す
る
職
員
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
組
合
員
（
行
政
執
行
法
人
の
職
員
で
あ
る
組
合
員
を
除
く
。
）
に
係
る
第
二
項
に
規
定
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
国
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は
、
「
職
員
団
体
の
負
担
金
」
と
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
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７

行
政
執
行
法
人
の
職
員
（
専
従
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
る
組
合
員
に
係
る
第
二
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
中
「
国
の
負
担
金
」
と
あ
る

の
は
「
行
政
執
行
法
人
の
負
担
金
」
と
、
第
五
項
中
「
国
は
毎
年
度
の
予
算
で
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
政
執
行
法

人
が
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

８

行
政
執
行
法
人
の
職
員
で
あ
つ
て
専
従
職
員
で
あ
る
組
合
員
に
係
る
第
二
項
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
中
「
国
の
負
担
金
」
と
あ
る
の
は

「
職
員
団
体
の
負
担
金
」
と
、
第
五
項
中
「
国
は
毎
年
度
の
予
算
で
定
め
る
」
と
あ
る
の
は
「
行
政
執
行
法
人
は
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
政
執
行
法
人
が
負
担

す
る
こ
と
と
な
る
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
負
担
金
）

第
百
二
条

各
省
各
庁
の
長
（
環
境
大
臣
を
含
む
。
）
、
行
政
執
行
法
人
又
は
職
員
団
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
九
十
九
条
第
二
項
（
同
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
項
（
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
厚
生
年
金
保

険
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
、
行
政
執
行
法
人
又
は
職
員
団
体
が
負
担
す
べ
き
金
額
（
組
合
員
に
係
る
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
第
百
条
の
二
及
び
第
百

条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
徴
収
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
掛
金
等
に
相
当
す
る
金
額
を
除
く
。
）
を
、
毎
月
組
合
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

４

組
合
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
九
十
九
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
費
用
並
び
に
同
条
第
五
項
（
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
費
用
（
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
負
担
す
る
こ
と

と
な
る
費
用
に
あ
つ
て
は
、
長
期
給
付
（
基
礎
年
金
拠
出
金
を
含
む
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
厚
生
年
金
保
険
法
第
八
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
費
用
に

充
て
る
た
め
国
、
行
政
執
行
法
人
又
は
職
員
団
体
が
負
担
す
べ
き
金
額
（
組
合
員
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
、
当
該
金
額
の
払
込
み
が
あ
る
ご
と
に
、

連
合
会
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
施
設
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
を
い
う
。

一

国
の
重
要
な
施
設
等
と
し
て
次
に
掲
げ
る
施
設

イ

国
会
議
事
堂
、
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
百
三
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
議
員
会
館
並
び
に
衆
議
院
議
長
及
び
参
議
院
議
長
の
公
邸
そ
の
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他
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
（
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
五
号
）
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
会
に
置
か
れ
る
機

関
を
い
う
。
）
の
庁
舎
（
国
家
機
関
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
使
用
す
る
建
築
物
（
専
ら
公
園
の
管
理
事
務
所
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い

う
。
ハ
及
び
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
東
京
都
千
代
田
区
永
田
町
一
丁
目
又
は
二
丁
目
に
所
在
す
る
も
の

ロ

内
閣
総
理
大
臣
官
邸
並
び
に
内
閣
総
理
大
臣
及
び
内
閣
官
房
長
官
の
公
邸

ハ

ロ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
対
象
危
機
管
理
行
政
機
関
（
危
機
管
理
（
国
民
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
重
大
な
被
害
が
生
じ
、
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
緊

急
の
事
態
へ
の
対
処
及
び
当
該
事
態
の
発
生
の
防
止
を
い
う
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
機
能
を
担
う
国
の
行
政
機
関
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る

も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
庁
舎
で
あ
っ
て
当
該
対
象
危
機
管
理
行
政
機
関
の
担
う
危
機
管
理
に
関
す
る
機
能
を
維
持
す
る
た
め
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
政

令
で
定
め
る
も
の

ニ

最
高
裁
判
所
の
庁
舎
で
あ
っ
て
東
京
都
千
代
田
区
隼
町
に
所
在
す
る
も
の

ホ

皇
居
及
び
御
所
で
あ
っ
て
東
京
都
港
区
元
赤
坂
二
丁
目
に
所
在
す
る
も
の

ヘ

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
政
党
事
務
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設

二

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設

三

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
防
衛
関
係
施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設

四

第
六
条
第
一
項
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
原
子
力
事
業
所
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
対
象
施
設
周
辺
地
域
」
と
は
、
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域

を
い
い
、
同
号
ヘ
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
五
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
い
、
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
う
い
い
、
前

項
第
四
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
に
つ
い
て
は
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
を
い
う
。

３
～
５

（
略
）

（
対
象
外
国
公
館
等
の
指
定
等
）

第
五
条

外
務
大
臣
は
、
外
交
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
第
一
条
（
ｉ
）
に
規
定
す
る
使
節
団
の
公
館
、
領
事
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
第
一
条
１
（
ｊ
）
に
規

定
す
る
領
事
機
関
の
公
館
及
び
条
約
に
お
い
て
不
可
侵
と
さ
れ
る
外
国
政
府
又
は
国
際
機
関
の
事
務
所
並
び
に
別
表
に
定
め
る
外
国
要
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に

「
外
国
要
人
」
と
い
う
。
）
の
所
在
す
る
場
所
の
う
ち
、
第
一
条
の
目
的
に
照
ら
し
そ
の
施
設
に
対
す
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
、
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
外
務
大
臣
は
、
併
せ
て
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷

地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。
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２

外
務
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区

域
及
び
そ
の
周
囲
お
お
む
ね
三
百
メ
ー
ト
ル
の
地
域
を
、
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

３

外
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
を
指
定
し
、
及
び
当
該
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
に
係
る
対
象
外
国

公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
し
、
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
指
定
す

る
も
の
と
す
る
。

４

外
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
し
、
並
び
に
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
対
象
外
国

公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
警
察
庁
長
官
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

外
務
大
臣
は
、
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
旨
（
対
象
外
国
公
館
等
と
し
て
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
及
び
当
該
外
国
要
人
の
所
在
す
る
場
所
に
係
る
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象

外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
指
定
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
期
間
）
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
名
称
、
所
在
地
及
び
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当

該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

外
務
大
臣
は
、
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
に
つ
い
て
そ
の
指
定
の

必
要
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
指
定
を
解
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
解
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

８

外
務
大
臣
は
、
対
象
外
国
公
館
等
及
び
当
該
対
象
外
国
公
館
等
の
敷
地
又
は
区
域
並
び
に
当
該
対
象
外
国
公
館
等
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
指
定
を
解
除
し
た
と

き
は
、
そ
の
旨
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
対
象
原
子
力
事
業
所
の
指
定
等
）

第
七
条

国
家
公
安
委
員
会
は
、
原
子
力
事
業
所
で
あ
っ
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
（
政
治
上
そ
の
他
の
主
義
主
張
に
基
づ
き
、
国
家
若
し
く
は
他
人
に
こ
れ
を
強
要
し
、
又
は
社
会

に
不
安
若
し
く
は
恐
怖
を
与
え
る
目
的
で
人
を
殺
傷
し
、
又
は
重
要
な
施
設
そ
の
他
の
物
を
破
壊
す
る
た
め
の
活
動
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
対
象

と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
施
設
に
対
し
て
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
広
域
に
わ
た
り
、
国
民
の
生
命
及
び
身
体
に
甚
大
な
被
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
第
一
条
の
目
的
に
照
ら
し
そ
の
施
設
に
対
す
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
険
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
認
め
る
も
の
を
、
対
象
原
子
力
事
業
所
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
は
、
併
せ
て
当
該
対
象
原
子
力
事
業

所
の
敷
地
又
は
区
域
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

２
～
７

（
略
）
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（
対
象
施
設
等
の
周
知
）

第
八
条

国
は
、
対
象
施
設
、
対
象
施
設
の
指
定
敷
地
等
（
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

さ
れ
た
敷
地
及
び
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
国
民
に
周
知
す
る
た
め
、
対
象
施
設
、
対
象
施

設
の
指
定
敷
地
等
及
び
対
象
施
設
周
辺
地
域
に
関
す
る
地
図
を
作
成
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
）

第
九
条

何
人
も
、
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
い
て
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
（
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
の
上
空
に
お
い
て
行
う
も
の
に
あ
っ
て

は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

一

対
象
施
設
の
管
理
者
又
は
そ
の
同
意
を
得
た
者
が
当
該
対
象
施
設
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
い
て
行
う
小
型
無
人
機
等
の
飛
行

二
・
三

（
略
）

３

前
項
に
掲
げ
る
前
項
に
規
定
す
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
（
管
区
海
上
保
安
本
部
長
（
第
二
号
に
定
め
る
者
へ
の
通

報
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
令
国
土
交
通
省
令
、
第
三
号
に
定
め
る
者
へ
の
通
報
に
つ
い
て
は
防
衛
省
令
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
当

該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
が
第
二
条
第
一
項
第
一
号
ホ
に
掲
げ
る
対
象
施

設
に
係
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
東
京
都
公
安
委
員
会
及
び
皇
宮
警
察
本
部
長
、
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
が
海
域
を
含
む
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
対
象
施
設
周
辺

地
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
及
び
管
区
海
上
保
安
本
部
長
）
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る
当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に

通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
及
び
そ
の
指
定
敷
地
等
の
上
空
に
お
い
て
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等

の
飛
行
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
通
報
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
お
い
て
、
当
該
対
象
施
設
の
管
理
者
が
、
防
衛
大
臣
が
警
察
庁
長
官
に
協
議
し
て
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
識
別
を
容
易
に
す
る
た
め
必
要
な
当
該
通
報
に
代
わ
る
べ
き
措
置
を
と
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

（
略
）

二

海
域
を
含
む
対
象
施
設
周
辺
地
域

当
該
対
象
施
設
周
辺
地
域
を
管
轄
す
る
管
区
海
上
保
安
本
部
長

三

（
略
）

○
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
（
抄
）
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第
一
条

自
由
と
平
和
を
求
め
て
や
ま
な
い
日
本
国
民
は
、
美
し
い
風
習
を
育
て
つ
つ
、
よ
り
よ
き
社
会
、
よ
り
豊
か
な
生
活
を
築
き
あ
げ
る
た
め
に
、
こ
こ
に
国
民
こ
ぞ

つ
て
祝
い
、
感
謝
し
、
又
は
記
念
す
る
日
を
定
め
、
こ
れ
を
「
国
民
の
祝
日
」
と
名
づ
け
る
。

第
二
条

（
略
）

（
略
）

（
略
）

海
の
日

七
月
の
第
三
月
曜
日

海
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
海
洋
国
日
本
の
繁
栄
を
願
う
。

山
の
日

八
月
十
一
日

山
に
親
し
む
機
会
を
得
て
、
山
の
恩
恵
に
感
謝
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ス
ポ
ー
ツ
の
日

十
月
の
第
二
月
曜
日

ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
、
他
者
を
尊
重
す
る
精
神
を
培
う
と
と
も
に
、
健
康
で
活
力
あ
る
社
会
の
実
現
を
願
う
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

○
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
（
抄
）

（
道
府
県
民
税
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）

第
二
十
三
条

道
府
県
民
税
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
・
二

（
略
）

三

法
人
税
割

次
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
道
府
県
民
税
を
い
う
。

イ

（
略
）
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ロ

こ
の
法
律
の
施
行
地
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
し
な
い
法
人
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
外
国
法
人
」
と
い
う
。
）

次
に
掲
げ
る
法

人
税
額
の
区
分
ご
と
に
、
当
該
法
人
税
額
を
課
税
標
準
と
し
て
課
す
る
道
府
県
民
税

法
人
税
法
第
百
四
十
一
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額

(1)

法
人
税
法
第
百
四
十
一
条
第
一
号
ロ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
対
す
る
法
人
税
額

(2)

三
の
二
～
十
八

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
道
府
県
民
税
の
納
税
義
務
者
等
）

第
二
十
四
条

道
府
県
民
税
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
均
等
割
額
及
び
所
得
割
額
の
合
算
額
に
よ
り
、
第
三
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
均
等
割
額
及
び
法
人

税
割
額
の
合
算
額
に
よ
り
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
均
等
割
額
に
よ
り
、
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
法
人
税
割
額
に
よ
り
、
第
五
号

に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
利
子
割
額
に
よ
り
、
第
六
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
配
当
割
額
に
よ
り
、
第
七
号
に
掲
げ
る
者
に
対
し
て
は
株
式
等
譲
渡
所
得
割
額
に
よ
り

課
す
る
。

一
～
七

（
略
）

２
～
９

（
略
）

（
事
業
税
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）

第
七
十
二
条

事
業
税
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
四

（
略
）

五

恒
久
的
施
設

次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
我
が
国
が
締
結
し
た
租
税
に
関
す
る
二
重
課
税
の
回
避
又
は
脱
税
の
防
止
の
た
め
の
条
約
に
お
い
て
次
に
掲

げ
る
も
の
と
異
な
る
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
条
約
の
適
用
を
受
け
る
国
内
（
こ
の
法
律
の
施
行
地
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
本
店
若
し
く

は
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
し
な
い
法
人
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
外
国
法
人
」
と
い
う
。
）
又
は
国
内
に
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
し

な
い
個
人
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
約
に
お
い
て
恒
久
的
施
設
と
定
め
ら
れ
た
も
の
（
国
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

イ

外
国
法
人
又
は
国
内
に
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
し
な
い
個
人
の
国
内
に
あ
る
支
店
、
工
場
そ
の
他
事
業
を
行
う
一
定
の
場
所
で
政
令
で
定
め
る
も

の
ロ

外
国
法
人
又
は
国
内
に
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
し
な
い
個
人
の
国
内
に
あ
る
建
設
若
し
く
は
据
付
け
の
工
事
又
は
こ
れ
ら
の
指
揮
監
督
の
役
務
の

提
供
を
行
う
場
所
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
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ハ

外
国
法
人
又
は
国
内
に
主
た
る
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
を
有
し
な
い
個
人
が
国
内
に
置
く
自
己
の
た
め
に
契
約
を
締
結
す
る
権
限
の
あ
る
者
そ
の
他
こ
れ
に
準

ず
る
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の

（
事
業
税
の
納
税
義
務
者
等
）

第
七
十
二
条
の
二

法
人
の
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
は
、
法
人
の
行
う
事
業
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
よ
り
事

務
所
又
は
事
業
所
所
在
の
道
府
県
に
お
い
て
、
そ
の
法
人
に
課
す
る
。

一
～
三

（
略
）

２
～

（
略
）

１１
附

則

第
七
条
の
六

道
府
県
は
、
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
（
第
二
十
三
条
第
一
項
第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
外
国
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う

ち
令
和
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
又
は
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
（
第
三
項
に
お
い
て
「
大
会
」
と
い
う
。
）
の
円
滑
な
準
備
又
は
運

営
に
関
す
る
業
務
を
行
う
外
国
法
人
で
政
令
で
定
め
る
者
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
大
会
関
連
外
国
法
人
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
大
会
関
連
外

国
法
人
の
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）

に
限
り
、
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
府
県
民
税
の
均
等
割
及
び
法
人
税
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
大
会
関
連
外
国
法
人
が
租
税

特
別
措
置
法
第
六
十
七
条
の
十
六
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る
事
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
大
会
関
連
事
業
」
と
い
う
。
）
以
外
の
事
業
を
行

う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
４

（
略
）

第
八
条
の
六

道
府
県
は
、
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
（
第
七
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
外
国
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち

令
和
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
又
は
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
円
滑
な
準
備
又
は
運
営
に
関
す
る
業
務
を
行
う
外
国
法
人
で
政
令
で

定
め
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
大
会
関
連
外
国
法
人
」
と
い
う
。
）
が
行
う
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
七
条
の
十
六
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
国
内
源
泉
所
得
に

係
る
事
業
（
次
項
に
お
い
て
「
大
会
関
連
事
業
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
大
会
関
連
外
国
法
人
の
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
（
次
項
に
お
い
て
「
特
定
事
業
年
度
」
と
い
う
。
）
に
限
り
、
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
税
を
課
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

（
略
）
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○
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
抄
）

（
令
和
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
又
は
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
参
加
等
を
す
る
非
居
住
者
等
に
係
る
課
税
の
特
例
）

第
四
十
一
条
の
二
十
三

令
和
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
若
し
く
は
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
大
会
」
と
い

う
。
）
に
参
加
を
し
、
又
は
大
会
関
連
業
務
（
大
会
の
円
滑
な
準
備
又
は
運
営
に
関
す
る
業
務
を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
勤
務
そ
の
他
の
人
的
役
務

の
提
供
を
行
う
非
居
住
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
所
得
税
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
十
二
号
イ
又
は
第
十
七
号
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
参
加
又
は
当
該
提
供
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
を
課
さ
な

い
。

２

（
略
）

３

大
会
関
連
業
務
を
行
う
外
国
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
が
支
払
を
受
け
る
所
得
税
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
に
掲
げ
る
使
用
料
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（

平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
同
号
の
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
使
用
料
が
当
該

外
国
法
人
の
法
人
税
法
第
百
四
十
一
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
所
得
税
法
第
七
条
第
一
項
第
五
号
、
第
百
七
十
八
条
及

び
第
百
七
十
九
条
の
規
定
は
適
用
し
な
い
も
の
と
し
、
当
該
使
用
料
が
当
該
外
国
法
人
の
法
人
税
法
第
百
四
十
一
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
該
当
す
る
も

の
で
な
い
場
合
に
は
所
得
税
を
課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。

４

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

所
得
税
法
第
百
六
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
二
百
三
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
及
び
同
条
第
一
項
中
「
内
部
取
引
」
と
あ
る
の
は
、
「
内
部
取

引
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
二
十
三
第
一
項
（
令
和
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
又
は
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
参
加
等

を
す
る
非
居
住
者
等
に
係
る
課
税
の
特
例
）
に
規
定
す
る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

二

所
得
税
法
第
二
百
三
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
規
定
す
る
国
内
源
泉
所
得
」
と
あ
る
の
は
、
「
規
定
す
る
国
内
源
泉
所
得
（
租
税
特
別
措
置

法
第
四
十
一
条
の
二
十
三
第
一
項
（
令
和
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
又
は
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
参
加
等
を
す
る
非
居
住
者
等

に
係
る
課
税
の
特
例
）
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

（
令
和
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
又
は
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
関
連
す
る
業
務
を
行
う
外
国
法
人
に
係
る
課
税
の
特
例
）

第
六
十
七
条
の
十
六
の
二

恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
の
う
ち
、
令
和
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
又
は
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
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の
円
滑
な
準
備
又
は
運
営
に
関
す
る
業
務
を
行
う
外
国
法
人
で
政
令
で
定
め
る
も
の
の
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す

る
各
事
業
年
度
の
法
人
税
法
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
を
課
さ
な
い
。

２

前
項
の
外
国
法
人
の
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
開
始
す
る
各
事
業
年
度
の
同
項
に
規
定
す
る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る
損

失
の
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
金
額
は
、
法
人
税
法
そ
の
他
法
人
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
い
も
の
と
み
な
す
。

３

第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
人
税
法
第
百
四
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
百
五
十
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
及
び
同
条
第
一
項

中
「
内
部
取
引
」
と
あ
る
の
は
、
「
内
部
取
引
（
租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
七
条
の
十
六
の
二
第
一
項
（
令
和
二
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
又
は

東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
関
連
す
る
業
務
を
行
う
外
国
法
人
に
係
る
課
税
の
特
例
）
に
規
定
す
る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。

４

（
略
）

○
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
（
抄
）

（
課
税
所
得
の
範
囲
）

第
七
条

所
得
税
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
所
得
に
つ
い
て
課
す
る
。

一
～
四

（
略
）

五

外
国
法
人

第
百
六
十
一
条
第
一
項
（
国
内
源
泉
所
得
）
に
規
定
す
る
国
内
源
泉
所
得
の
う
ち
同
項
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び
第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま

で
に
掲
げ
る
も
の

２

（
略
）

（
国
内
源
泉
所
得
）

第
百
六
十
一
条

こ
の
編
に
お
い
て
「
国
内
源
泉
所
得
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一
～
十

（
略
）

十
一

国
内
に
お
い
て
業
務
を
行
う
者
か
ら
受
け
る
次
に
掲
げ
る
使
用
料
又
は
対
価
で
当
該
業
務
に
係
る
も
の

イ

工
業
所
有
権
そ
の
他
の
技
術
に
関
す
る
権
利
、
特
別
の
技
術
に
よ
る
生
産
方
式
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
使
用
料
又
は
そ
の
譲
渡
に
よ
る
対
価

ロ

著
作
権
（
出
版
権
及
び
著
作
隣
接
権
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
の
使
用
料
又
は
そ
の
譲
渡
に
よ
る
対
価

ハ

機
械
、
装
置
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
用
具
の
使
用
料
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十
二

次
に
掲
げ
る
給
与
、
報
酬
又
は
年
金

イ

俸
給
、
給
料
、
賃
金
、
歳
費
、
賞
与
又
は
こ
れ
ら
の
性
質
を
有
す
る
給
与
そ
の
他
人
的
役
務
の
提
供
に
対
す
る
報
酬
の
う
ち
、
国
内
に
お
い
て
行
う
勤
務
そ
の
他

の
人
的
役
務
の
提
供
（
内
国
法
人
の
役
員
と
し
て
国
外
に
お
い
て
行
う
勤
務
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
人
的
役
務
の
提
供
を
含
む
。
）
に
基
因
す
る
も
の

ロ
・
ハ

（
略
）

十
三
～
十
六

（
略
）

十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
そ
の
源
泉
が
国
内
に
あ
る
所
得
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の

（
恒
久
的
施
設
に
係
る
取
引
に
係
る
文
書
化
）

第
百
六
十
六
条
の
二

（
略
）

２

恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
は
、
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
非
居
住
者
の
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
業
場
等

と
恒
久
的
施
設
と
の
間
の
資
産
の
移
転
、
役
務
の
提
供
そ
の
他
の
事
実
が
同
号
に
規
定
す
る
内
部
取
引
に
該
当
す
る
と
き
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
事
実
に
係
る
明
細
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
国
法
人
に
係
る
所
得
税
の
課
税
標
準
）

第
百
七
十
八
条

外
国
法
人
に
対
し
て
課
す
る
所
得
税
の
課
税
標
準
は
、
そ
の
外
国
法
人
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
及
び

第
十
三
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
（
国
内
源
泉
所
得
）
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
の
金
額
（
第
百
六
十
九
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四

号
及
び
第
五
号
（
分
離
課
税
に
係
る
所
得
税
の
課
税
標
準
）
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
金
額
）
と
す
る
。

（
外
国
法
人
に
係
る
所
得
税
の
税
率
）

第
百
七
十
九
条

外
国
法
人
に
対
し
て
課
す
る
所
得
税
の
額
は
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

一

前
条
に
規
定
す
る
国
内
源
泉
所
得
（
次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

そ
の
金
額
（
第
百
六
十
九
条
第
二
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
（
分
離
課
税
に

係
る
所
得
税
の
課
税
標
準
）
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
金
額
）
に
百
分
の
二
十
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

二

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
五
号
（
国
内
源
泉
所
得
）
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得

そ
の
金
額
に
百
分
の
十
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

三

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
十
五
号
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得

そ
の
金
額
（
第
百
六
十
九
条
第
一
号
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
つ
い
て
は
、
同
号
に

定
め
る
金
額
）
に
百
分
の
十
五
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
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（
事
業
所
得
等
を
有
す
る
者
の
帳
簿
書
類
の
備
付
け
等
）

第
二
百
三
十
二
条

そ
の
年
に
お
い
て
不
動
産
所
得
、
事
業
所
得
若
し
く
は
山
林
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務
を
行
う
居
住
者
又
は
第
百
六
十
四
条
第
一
項
各
号
（
非
居
住
者
に

対
す
る
課
税
の
方
法
）
に
定
め
る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る
こ
れ
ら
の
業
務
を
行
う
非
居
住
者
（
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
き
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
て
い
る

者
を
除
く
。
）
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
帳
簿
を
備
え
付
け
て
こ
れ
に
こ
れ
ら
の
所
得
を
生
ず
べ
き
業
務
に
係
る
そ
の
年
の
取
引
（
恒
久
的
施
設
を
有

す
る
非
居
住
者
に
あ
つ
て
は
、
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
（
国
内
源
泉
所
得
）
に
規
定
す
る
内
部
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
の
う
ち
総
収
入
金
額
及
び
必

要
経
費
に
関
す
る
事
項
を
財
務
省
令
で
定
め
る
簡
易
な
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
か
つ
、
当
該
帳
簿
（
そ
の
年
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
業
務
に
関
し
て
作
成
し
た
そ
の
他
の
帳

簿
及
び
こ
れ
ら
の
業
務
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
受
領
し
た
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
は
、
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
の
所
得
税
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
総
収
入
金
額
及
び
必
要
経
費
に
関
す
る
事
項

の
調
査
に
際
し
て
は
、
同
項
の
帳
簿
を
検
査
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
帳
簿
の
検
査
を
困
難
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
（
抄
）

（
国
内
源
泉
所
得
）

第
百
三
十
八
条

こ
の
編
に
お
い
て
「
国
内
源
泉
所
得
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

外
国
法
人
が
恒
久
的
施
設
を
通
じ
て
事
業
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
当
該
恒
久
的
施
設
が
当
該
外
国
法
人
か
ら
独
立
し
て
事
業
を
行
う
事
業
者
で
あ
る
と
し
た
な
ら

ば
、
当
該
恒
久
的
施
設
が
果
た
す
機
能
、
当
該
恒
久
的
施
設
に
お
い
て
使
用
す
る
資
産
、
当
該
恒
久
的
施
設
と
当
該
外
国
法
人
の
本
店
等
（
当
該
外
国
法
人
の
本
店
、

支
店
、
工
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
で
あ
つ
て
当
該
恒
久
的
施
設
以
外
の
も
の
を
い
う
。
次
項
及
び
次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
と
の
間
の
内
部
取
引
そ
の
他
の
状
況
を
勘
案
し
て
、
当
該
恒
久
的
施
設
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
所
得
（
当
該
恒
久
的
施
設
の
譲
渡
に
よ
り
生
ず
る
所
得
を
含
む
。
）

二
～
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
百
四
十
一
条

外
国
法
人
に
対
し
て
課
す
る
各
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
の
課
税
標
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
外
国
法
人
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め

る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る
所
得
の
金
額
と
す
る
。

一

恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人

各
事
業
年
度
の
次
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得

イ

第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
（
国
内
源
泉
所
得
）
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
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ロ

（
略
）

二

（
略
）

第
百
四
十
六
条
の
二

（
略
）

２

恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
は
、
恒
久
的
施
設
帰
属
所
得
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
外
国
法
人
の
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
本
店
等
と

恒
久
的
施
設
と
の
間
の
資
産
の
移
転
、
役
務
の
提
供
そ
の
他
の
事
実
が
同
号
に
規
定
す
る
内
部
取
引
に
該
当
す
る
と
き
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

事
実
に
係
る
明
細
を
記
載
し
た
書
類
そ
の
他
の
財
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
書
類
の
備
付
け
等
）

第
百
五
十
条
の
二

普
通
法
人
、
協
同
組
合
等
並
び
に
収
益
事
業
を
行
う
公
益
法
人
等
及
び
人
格
の
な
い
社
団
等
（
青
色
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
き
税
務
署
長
の
承

認
を
受
け
て
い
る
も
の
及
び
連
結
法
人
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
「
普
通
法
人
等
」
と
い
う
。
）
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
帳
簿
を
備
え
付
け
て
こ
れ

に
そ
の
取
引
（
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
外
国
法
人
に
あ
つ
て
は
、
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
一
号
（
国
内
源
泉
所
得
）
に
規
定
す
る
内
部
取
引
に
該
当
す
る
も
の
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
財
務
省
令
で
定
め
る
簡
易
な
方
法
に
よ
り
記
録
し
、
か
つ
、
当
該
帳
簿
（
当
該
取
引
に
関
し
て
作
成
し
、
又
は
受
領
し
た
書
類
及
び

決
算
に
関
し
て
作
成
し
た
書
類
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

国
税
庁
、
国
税
局
又
は
税
務
署
の
当
該
職
員
は
、
普
通
法
人
等
の
法
人
税
に
関
す
る
調
査
に
際
し
て
は
、
前
項
の
帳
簿
を
検
査
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
帳

簿
の
検
査
を
困
難
と
す
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

○
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
四
号
）
（
抄
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
三
十
一
年
に
開
催
さ
れ
る
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
（
以
下
「
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
」
と
い
う
。
）
が
大
規
模
か
つ
国

家
的
に
重
要
な
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
会
で
あ
る
こ
と
、
並
び
に
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
の
準
備
及
び
運
営
が
そ
の
翌
年
に
開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技

大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
の
準
備
及
び
運
営
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
の
円
滑
な
準
備

及
び
運
営
に
資
す
る
た
め
、
寄
附
金
付
郵
便
葉
書
等
の
発
行
の
特
例
等
の
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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○
無
人
航
空
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
法
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関

す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
令
和
二
年
法
律
第

号
）
（
抄
）

附

則

（
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
七
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
中
「
第
八
条
中
」
を
「
第
九
条
中
」
に
、
「
第
九
条
第
二
項
」
を
「
第
十
条
第
二
項
」
に
、
「
単
に
「
対
象
空
港
」
を
「
「
対
象
大
会
関
係
空

港
」
に
、
「
第
二
号
」
を
「
第
四
号
」
に
、
「
及
び
対
象
空
港
の
」
を
「
並
び
に
対
象
大
会
関
係
空
港
の
」
に
、
「
対
象
空
港
に
」
を
「
対
象
大
会
関
係
空
港
に
」
に
、

「
当
該
対
象
空
港
の
」
を
「
当
該
対
象
大
会
関
係
空
港
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
十
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。


